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議 事 日 程  （第６号） 

 

令和５年３月22日（水）午前10時開議 

 

日程第１ 議案第25号  令和５年度湖西市一般会計予算 

日程第２ 議案第26号  令和５年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３ 議案第27号  令和５年度湖西市介護保険事業特別会計予算 

日程第４ 議案第28号  令和５年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第５ 議案第29号  令和５年度湖西市公共下水道事業会計予算 

日程第６ 議案第30号  令和５年度湖西市水道事業会計予算 

日程第７ 議案第31号  令和５年度湖西市病院事業会計予算 

日程第８ 議案第41号  議案第31号に対する附帯決議案 

日程第９ 議案第32号  湖西市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第10 議案第33号  湖西市副市長の選任につき同意を求めることについて 

日程第11 議案第34号  湖西市副市長の選任につき同意を求めることについて 

日程第12 議案第35号  湖西市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

日程第13 議案第36号  湖西市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

日程第14 議案第37号  湖西市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

日程第15 議案第38号  令和４年度湖西市余熱利用設備改良工事の契約締結について 

日程第16 議案第39号  令和４年度湖西市一般会計補正予算（第11号） 

日程第17 議案第40号  湖西市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員数は18名

であります。定足数に達しておりますので、本日の

会議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。また、新型コロナウイルス感

染拡大防止対策のため、間隔を空けた配置としてお

りました議席につきましては、本来の議席に戻して

おりますがこれに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議ございませんので、ただ

いまの座席に着席をお願いいたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 事務局長から報告事項を申し

上げます。 

  〔議会事務局長 山本信治登壇〕 

○議会事務局長（山本信治） 議案書の受理につい

て申し上げます。本日、市長から提出されました議

案は８件、議会運営委員会から提出されました議案

は１件でございます。 

 その内容は人事案件４件、条例の一部改正３件、

令和４年度補正予算１件、その他１件です。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（馬場 衛） 次に、損害賠償の額の決定に

ついて、総務部長から報告がございます。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） 損害賠償の額の決定につ

きまして、地方自治法第180条第１項の規定に基づ

き、損害賠償の額の決定に関しまして行いました専

決処分について、同条第２項の規定により御報告い

たします。恐れ入りますが、お手元の報告書を御覧

いただきたいと思います。 

 事案の概要でございます。発生日時は令和４年11

月18日、金曜日。事案の状況でございますが、令和

４年10月支給分の職員の給与から天引きした市県民

税特別徴収分を納期限後の令和４年11月16日に納付

していないことが判明し、11月18日に納付を完了し

たものの、納付遅延により延滞金を発生させたもの

でございます。 

 相手方は浜松市と湖西市でございます。延滞金の

額といたしましては7,500円であります。 

 今回の事案を受けまして、複数の職員が業務の実

施状況を把握できるチェックリストを作成し、それ

を見える化しまして納付漏れの防止と適正な事務処

理の徹底を図ったところでございます。誠に申し訳

ございませんでした。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長（馬場 衛） 報告事項は終わりました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 議案第25号 令和

５年度湖西市一般会計予算を議題といたします。 

 本案は、２月17日の本会議で予算特別委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります予算

特別委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで、予算特別委員長の報告を求めます。予算

特別委員長 佐原佳美さん。 

  〔予算特別委員長 佐原佳美登壇〕 

○予算特別委員長（佐原佳美） 10番 予算特別委

員長の佐原佳美でございます。 

 本年３月定例会において、当予算特別委員会に付

託されました議案第25号 令和５年度湖西市一般会

計予算について、３月８日、午前９時30分から委員

会を招集し、委員全員と関係職員の出席を求め、３

月８日、９日の両日において慎重に審査をいたしま

したので、その経過の概要と結果について御報告申

し上げます。 

 委員会の審査の過程においては、細部にわたって

多くの質問、答弁がございましたが、討論、採決の

結果、賛成多数にて原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（馬場 衛） 予算特別委員長の報告は終わ

りました。 

 本件は、委員長報告に対する質疑は省略いたしま

す。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお



２０５ 

ります。 

 初めに、14番 荻野利明君の発言を許します。 

  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明。議案第25号 

令和５年度湖西市一般会計予算について反対討論を

行います。 

 今、地方は住民の暮らしの困難、福祉・医療の危

機、地域経済の衰退など多くの課題に直面していま

す。地方の衰退は長年の自民党政治が招いたもので

すが、自公政権はこれに輪をかけて地方壊し、国の

制度改悪による社会保障削減や広域連携強化と称し

た都市部での中心市街地への開発と立地の集中、学

校や病院、公営住宅をはじめ公共施設の統廃合・縮

小を推し進めています。地方自治体が政府の言いな

りで住民に負担を強いるのか、それとも国の悪政か

ら住民を守る役割を発揮するのか、市民の暮らしや

営業に本予算がどう対応しているのか、市民の立場

に立った市民に寄り添った予算になっているのかが

問われています。 

 私は、本予算が市民に寄り添うどころか企業を優

先し、市民を置き去りにした予算と言わざるを得ま

せん。以下、問題点を指摘したいと思います。 

 第一に、暮らしが大変になっているときだからこ

そ、自治体が社会保障削減、暮らし圧迫の悪政をそ

のまま持ち込み住民に負担を強いるのか、それとも

住民を守る防波堤としての本来の役割を果たすのか

が鋭く問われています。介護報酬を過去最大規模で

削減しました。介護現場の低賃金と慢性的な人手不

足を加速させ、介護難民を激増させています。要支

援１、２の介護給付の打切り、特養ホーム入所の要

介護３以上への限定などの改悪も次々と強行されて

います。生活保護基準の引下げなど、福祉の切捨て

も強行されています。年金の引下げも行われました。 

 第二に、大企業呼び込み、大型開発依存の破綻し

た経済政策化、地域の力を生かす産業振興化が問わ

れています。企業を呼び込めば、そのおこぼれで地

域が栄えるという政策の破綻は明らかです。最大の

問題は呼び込みのための大型開発、基盤整備や補助

金の大盤振る舞いが地方財政を圧迫し、暮らしや福

祉、地域にある中小企業や産業のための施策が犠牲

にされ、それが地域経済の疲弊に拍車をかけている

ことです。地域経済を支える住民の消費、地域の産

業、企業の活動が呼び込みのために犠牲にされてい

るという本末転倒の事態です。地域に根を張って頑

張っている中小企業・産業を応援し、地元の資源を

生かした魅力ある事業発展を支援してこそ、若者を

はじめとした定住の拡大、人口減対策にもつながり、

地方経済と地域社会の持続可能な成長に道を開くこ

とができます。 

 第三に、今国の誘導の下に多くの自治体が人口大

幅減の推計を前提にした立地適正化計画を立ててい

ます。その下で、中心部には行政投資を集中して乱

開発をあおる、郊外では公共施設の統廃合などを進

める、これではまちの衰退計画でしかありません。

こんな再編に希望などありません。 

 第四に、行政のデジタル化についてです。デジタ

ル関連法では国と自治体の情報システムの共同化、

集約の推進を上げ、自治体に対し国が決めたシステ

ムの利用を義務づけました。記載項目や住民仮名の

表記など統一した標準化したデータのほうが利活用

しやすいためです。標準化の対象となっている基幹

システムのほとんどが自治事務です。自治事務の処

理方法も義務づけを課し、枠づけすることは地方自

治の侵害とも言えるものです。市民にとって心配な

のが個人情報の漏えいです。デジタル関連法は国、

自治体の行政機関は国内最大のデータフォルダ保有

者だとして、行政保有の個人のデータを企業に開放

し、もうけの種として企業の利益につなげるための

ものです。 

 もう一つはデジタル技術を使える人と使えない人

との間で行政サービスに格差があってはならないこ

とは当然です。また、災害時、停電や水没したらデ

ジタルが機能しないことを考えてもアナログ対応と

いうのは安定的な手段です。デジタル化を推進する

とともに対面窓口での相談事業を拡充し、住民の選

択肢を増やすことが必要です。 

 最後に、今年度10月１日から消費税の適格請求書

等保存方式、いわゆるインボイス制度が実施される

予定になっています。小規模事業者への影響や複雑

な制度が明らかになるにつれて、中止や延期を求め



２０６ 

る声が各業界、各地域で大きく広がっています。影

響が具体的になるにつれ、免税業者だけでなく免税

業者との取引をする課税業者の側も大変な負担とな

ることが知られるようになりました。インボイス制

度の導入に執着するのではなく、きっぱりと問題の

多いインボイス制度は廃止をすべきです。 

 主な点について指摘をしましたが、私は長引く不

況と財政難のときこそ市民の暮らしや営業、福祉を

守ることが最優先されなければならないと考えます。

また、新型コロナウイルス対策も必要な予算を十分

確保し、市民の命と健康、中小業者への支援をお願

いをするものです。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（馬場 衛） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

先ほどの荻野議員の反対討論に反対するわけではな

いんですけれども、私のほうからは熟慮に熟慮を重

ねた結果、賛成の立場で討論を行います。 

 まず、今回の予算案に対しまして手段が目的とす

り替わっていたりですとか、庁内での十分な議論が

行われたのだろうかと一部は思われるような事業が

散見しておりました。 

 例えば、出退勤管理システムの導入におきまして、

個人番号カードの使用ありきであったり、移住定住

促進事業におきましても補助金を目的とした移住者

は全体の25％（４分の１）であり、お隣の浜松市で

も住宅取得の補助金制度を始めるなど、湖西市のイ

ンセンティブとしての価値は薄れてきており、事業

の見直しが必要と考えます。 

 とりわけ、庁舎管理運営費の修繕におきましても、

副市長室を２部屋に分割する工事は1,000万円をか

けてエアコンや照明を新設するということですが、

湖西市役所、本庁舎の建て替えの基本形構想を来年

度、令和５年度中に行い、あと何年でその副市長室

の償却を考えているのかという質疑に対しましても、

償却期間は考えていないというような答弁でした。

これでいいのかなというふうにも思いましたけれど

も、お二人の副市長が仕事で短期間で償却していた

だければよいというふうに判断をいたしました。 

 今後、給食センターの新設、消防防災センターの

建て替えなど、公共施設の再配置計画が進められて

いく中で大型の事業投資が予定されており、私たち

議員がしっかりと事業の目的、スキームを理解して

チェックをしていくという責任を大きく感じた特別

委員会となりました。 

 当局側におかれましても事務事業評価の精度向上、

事業の進捗について議会との情報共有をさらに密に

行われることを期待をして、本議案に賛成をいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第25号について採決をいたします。

本案は予算特別委員長の報告のとおり、原案を可決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（馬場 衛） 起立多数であります。したが

って、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第２ 議案第26号 令和

５年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算を議題

といたします。 

 本案は、３月２日の本会議で総務経済委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります総務

経済委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで総務経済委員長の報告を求めます。総務経

済委員長 土屋和幸君。 

  〔総務経済委員長 土屋和幸登壇〕 

○総務経済委員長（土屋和幸） 総務経済委員長の

土屋和幸であります。 

 本３月定例会において、当総務経済委員会に付託

されました議案第26号 令和５年度湖西市国民健康

保険事業特別会計予算について、３月13日、午前10

時より委員会を招集し、委員全員と関係職員の出席
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を求め慎重に審査をいたしましたので、その経過の

概要と結果を報告いたします。 

 質問 ３款国庫支出金が15万円の皆増となってい

るが、引上げとなった出産育児一時金は何件分の交

付を見込み、また補助金は国庫支出金のみか。 

 答弁 令和５年度のみ交付される臨時補助金で、

出産育児一時金の８万円の引上げに伴い、１件当た

り5,000円が交付されるもので、30件分15万円を計

上した。出産育児一時金は支給額の３分の２を一般

会計からの繰入金で負担しており、引上げに伴う一

般会計からの繰越金分は地方交付税で措置される予

定である。 

 なお、令和６年度からは後期高齢者医療制度が出

産育児一時金の一部を負担する仕組みが新たに導入

される予定となっている。 

 質問 ５月８日から新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に位置づけられる予定だが、傷病手当金

の支給はいつまで続けるのか。 

 答弁 ５類感染症に位置づけられると、国からの

財政支援は終了するため、当市においても同様に５

月８日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した

被保険者に対する傷病手当金は支給しないものとす

る。 

 その他にも質問、答弁がございましたが、討論な

く採決の結果、当総務経済委員会は賛成多数にて原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、報告を終わります。 

 失礼しました。一般会計の繰越しをということで

したが、繰入金に訂正させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務経済委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑を行います。ただいまの総務経済委員長に対

する質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 質疑を終わります。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

ります。 

 初めに、14番 荻野利明君の発言を許します。 

  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明。議案第26号 

令和５年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて反対討論を行います。 

 全国どこでも高過ぎる国民健康保険税に住民が悲

鳴を上げています。滞納世帯は289万、全加入世帯

の15％を超えています。無保険になったり正規の保

険証を取り上げられるなど、生活の困窮で医療機関

の受診が遅れたために死亡した事例が後を絶ちませ

ん。国保加入者の１世帯当たりの平均保険料は、政

府の試算でも中小企業の労働者が加入する協会けん

ぽの1.3倍、大企業の労働者が加入する組合けんぽ

の1.7倍という水準です。高過ぎる保険税を引下げ、

国保の構造的な問題を解決するためには公費を投入

するしかありません。全国知事会、全国市長会、全

国町村会なども国保の定率国庫負担の増額を政府に

要望し続けており、2014年には公費を１兆円投入し

て協会けんぽ並みの負担率にすることを政府与党に

求めました。 

 もともと現行の国保制度がスタートした当初、政

府は国民健康保険は被保険者に低所得者が多いこと、

保険税に事業主負担がないことなどのため、どうし

ても相当額、国庫が負担する必要があると認めてい

ました。ところが、1984年の法改正で国保への定率

国庫負担を削減したのを皮切りに国庫負担を抑制し

続けてきました。国保加入者の構成も、かつては７

割が農林水産業と自営業でしたが、今では43％が無

職、34％が非正規雇用などの被用者で、合わせて８

割近くになっています。国保に対する国の責任、後

退と国保の加入者の貧困化・高齢化が進む中で、国

保税の高騰が止まらなくなったのです。国保の構造

的な危機を打開するためには、国庫負担を増やす以

外に道はありません。国保税が協会けんぽなどの被

用者保険と比べて著しく高くなる大きな要因になっ

ているのは、国保にしかない均等割・平等割という

保険税算定です。被用者保険の保険税は収入に保険

税率を掛けて計算するだけですが、家族の人数が保

険税に影響することはありません。ところが、国保

税は所得に保険税率を掛ける所得割・世帯の数に応

じてかかる均等割、各世帯に定額でかかる平等割を

合算して算定されます。 
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 今回、資産割が廃止されたことは評価するもので

す。同時に、国保税を所得税や家族が多い世帯に重

い負担にしている均等割・平等割についても廃止し、

逆進的な負担をなくして所得に応じた保険税率にす

べきです。 

 全国で均等割・平等割として徴収されている保険

税額はおおよそ１兆円です。公費を１兆円投入すれ

ば均等割・平等割をなくすことができ、多くの自治

体では協会けんぽ並みの保険税にすることができま

す。その上で、所得割の保険税率の引下げや各自治

体の負担軽減の取組も進め、所得に応じた国保税へ

の改革を進める必要があります。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（馬場 衛） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、12番 加藤弘己君の発言を許します。 

  〔12番 加藤弘己登壇〕 

○12番（加藤弘己） 12番 加藤弘己です。私は、

議案第26号 令和５年度湖西市国民健康保険事業特

別会計予算について賛成の立場で討論いたします。 

 国民健康保険は被保険者の減少や医療費の増加が

進む中で、国民皆保険制度の中核を担い、地域にお

ける医療の確保と住民の健康維持増進に大きく寄与

しています。 

 令和５年度国民健康保険事業特別会計予算の歳入

及び歳出については、歳入では団塊の世代が後期高

齢者医療制度に移行することに伴う、被保険者数の

減少を見込んだ保険税であり、県支出金などは制度

基準に基づく適正な財源確保をしております。また、

不足する財源を補填するため、国民健康保険事業基

金を取り崩し、保険税収入の減少を補填するなど保

険税率を抑制するための努力が見られます。 

 歳出においては、傷病手当金の増額や出産育児一

時金についての支給額の引上げを見込むとともに、

医療費の適正化や特定健診、特定保健指導の充実を

図るなど、保険事業の推進や医療費を抑制すること

を考慮した予算となっております。 

 以上のことから、本予算は将来にわたって持続可

能で安心して医療が受けられる制度確立への効果的

取組を反映した適正な内容であると評価し、本案に

賛成するものであります。 

 以上により、私は賛成いたします。 

○議長（馬場 衛） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第26号について採決をいたします。

本案は総務経済委員長の報告のとおり、原案を可決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手多数であります。したが

って、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第３ 議案第27号 令和

５年度湖西市介護保険事業特別会計予算を議題とい

たします。 

 本案は、３月２日の本会議で福祉教育委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります福祉

教育委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで福祉教育委員長の報告を求めます。福祉教

育委員長 吉田建二君。 

  〔福祉教育委員長 吉田建二登壇〕 

○福祉教育委員長（吉田建二） 福祉教育委員長の

吉田建二です。 

 本３月定例会において、当福祉教育委員会に付託

されました議案第27号 令和５年度湖西市介護保険

事業特別会計予算について、３月14日、午前10時か

ら委員会を招集し、委員全員と関係職員の出席を求

め慎重に審査をいたしましたので、その経過の概要

と結果を報告いたします。 

 質問 特別徴収保険料が減額、普通徴収保険料が

増額である要因は。 

 答弁 令和４年度と比較し、特別徴収保険料が

351万3,000円減額となった要因としては、令和５年

度中に65歳に到達する人数が695人で、令和４年度

より53名増えていることによるものである。これは、

介護保険料の納付方法については年金から天引きさ

れる特別徴収と納付書による普通徴収があり、65歳

到達以降、年金から天引きが開始されるまでには一
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定の期間、約１年、普通徴収による納付となるため、

65歳到達人数が多い場合にはこのような特別徴収保

険料が減額するという現象が起こる。 

 なお、年金天引きが開始されるまでの期間は、納

付書による普通徴収となるため、特別徴収が減った

代わりに普通徴収保険料が561万9,000円増額してい

る。第１号被保険者介護保険料全体としては、令和

４年度より210万6,000円増額している状況である。 

 質問 介護予防事業について、令和４年度の事業

を踏まえた令和５年度の改善点は。 

 答弁 令和５年度には主に４つの改善事業がある。 

１つ目として、「高齢者の保健事業と介護予防等

の一体的事業」を関係３課合同により新規に実施予

定で、医療費等の分析とそれに基づいたフレイル予

防の展開を実際の現場に出向いたアウトリーチ型を

取り入れて推進する予定である。 

 ２つ目として、「通いの場」の開催増を図る予定

で、これは国の方針であることや当市の介護に係る

要因分析から、骨折予防・下肢筋力強化の必要性を

把握し、下肢筋力強化と外出を促す場の確保を令和

４年度から新規で取り組んでおり、その拡充を目指

すものである。 

 ３つ目として、地域分析結果を踏まえた上で「地

域リハビリテーション体制の構築」に力を入れ、地

域のリハビリ専門職と協力し、リハビリ専門職が地

域に出向き、直接支援できる体制を強化したいと計

画している。 

 ４つ目として、ＩＣＴ活用の介護予防教室を計画

している。ＤＸ推進課と連携し、ＩＣＴを持つ高齢

者への活用支援の取組を計画している。 

 そのほかにも質問、答弁がございましたが、討論

なく採決の結果、当福祉教育委員会は全員賛成にて

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で委員長報告といたします。 

○議長（馬場 衛） 福祉教育委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑を行います。ただいまの福祉教育委員長報告

に対する質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第27号について採決をいたします。

本案は、福祉教育委員長の報告のとおり原案を可決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第４ 議案第28号 令和

５年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算を議

題といたします。 

 本案は、３月２日の本会議で総務経済委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります総務

経済委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで、総務経済委員長の報告を求めます。総務

経済委員長 土屋和幸君。 

  〔総務経済委員長 土屋和幸登壇〕 

○総務経済委員長（土屋和幸） 総務経済委員長の

土屋和幸です。 

 本３月定例会において、当総務経済委員会に付託

されました議案第28号 令和５年度湖西市後期高齢

者医療事業特別会計予算について、３月13日、午前

10時より委員会を招集し、委員全員と関係職員の出

席を求め慎重に審査をいたしましたので、その経過

の概要と結果を報告いたします。 

 質問 湖西市１人当たりの保険料はどのような状

況か。 

 答弁 令和３年度が６万9,600円、令和４年度が

７万4,500円、令和５年度が７万5,600円という状況

で、令和５年度は令和４年度と比べ1,100円の増加

となっている。医療の高度化により、今後も医療費

の増加が予想される。 

 質問 医療費抑制に向けて、令和５年度に予定し

ている事業はあるか。 

 答弁 保険年金課、健康増進課、高齢者福祉課の

３課が一体となって静岡県後期高齢者医療広域連合

や地域の関係機関等と連携をする高齢者の保険事業

と介護予防の一体的な取組を開始し、一人一人の状
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況に応じたきめ細やかな支援を医療専門職が積極的

に関わることによって、高齢者の自立した生活と社

会参加を目指す。これまで課題であった75歳に到達

した後期高齢者医療制度へ移行する際に、それまで

の健康診査の結果や保険事業が途切れてしまい、継

続的な支援ができなくなっていた点の解消、医療費

の抑制を狙うものである。 

 そのほかにも質問、答弁がございましたが、討論

なく採決の結果、当総務経済委員会は全員賛成にて

原案のとおり可決すべきもの決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（馬場 衛） 総務経済委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑を行います。ただいまの総務経済委員長報告

に対する質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第28号について採決をいたします。

本案は、総務経済委員長の報告のとおり原案を可決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第５ 議案第29号 令和

５年度湖西市公共下水道事業会計予算を議題といた

します。 

 本案は、３月２日の本会議で建設環境委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります建設

環境委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで、建設環境委員長の報告を求めます。建設

環境委員長 加藤治司君。 

  〔建設環境委員長 加藤治司登壇〕 

○建設環境委員長（加藤治司） 建設環境委員長の

加藤治司です。 

 本３月定例会において、当建設環境委員会に付託

されました議案第29号 令和５年度湖西市公共下水

道事業会計予算について、３月15日、午前10時から

委員会を招集し、委員全員と関係職員の出席を求め

慎重に審査をいたしましたので、その経過の概要と

結果を報告いたします。 

 質問 使用料収益3,478万9,000円増収見込みの根

拠に対し答弁は、令和３年10月から１年間の浜名湖

処理区、新居処理区の使用料収入の伸び率を、令和

４年度分の使用料見込み額に換算し算出している。

これに令和５年度の供用開始が多く見込まれる住宅

地域、あけぼの地区や新所原東地区、事業所や店舗

などの見込みを加え、３億8,728万2,000円を予算計

上した。 

 質問 処理場及びポンプ場建設改良費の前年比４

億2,388万2,000円増額の説明に対し答弁は、処理場

実施設計業務委託料については、ストックマネジメ

ント計画に基づき、設置から21年が経過した中央監

視装置と汚泥脱水機を更新する。これらは設置され

ている管理棟と汚泥処理棟の耐震工事を併せて行う。 

 環境センター汚泥受入れ棟建設負担金（廃棄物対

策課と案分）は、下水道課負担率68.7％で、負担総

額は２億9,688万8,000円であり、最終年度の令和５

年度の負担金２億422万5,000円を予算計上した。全

て国の補助金を活用、補助率55％、したものである。 

 その他にも質問、答弁がございましたが、討論な

く採決の結果、当建設環境委員会は全員賛成にて原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 建設環境委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑を行います。ただいまの建設環境委員長報告

に対する質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第29号について採決いたします。

本案は、建設環境委員長の報告のとおり原案を可決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 
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○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第６ 議案第30号 令和

５年度湖西市水道事業会計予算を議題といたします。 

 本案は、３月２日の本会議で建設環境委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります建設

環境委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで、建設環境委員長の報告を求めます。建設

環境委員長 加藤治司君。 

  〔建設環境委員長 加藤治司登壇〕 

○建設環境委員長（加藤治司） 建設環境委員長の

加藤治司です。 

 本３月定例会において、当建設環境委員会に付託

されました議案第30号 令和５年度湖西市水道事業

会計予算について、３月15日、午前10時から委員会

を招集し、委員全員と関係職員の出席を求め慎重に

審査いたしましたので、その経過の概要と結果を報

告いたします。 

 質問 水道スマートメーターによる時間帯別料金

体系構築事業の内容に対し答弁は、令和５年度から

５か年で市内全域へ水道スマートメーターを設置す

る。令和５年から８年度に取得した１時間ごとの利

用データを基に、時間帯別料金の効果検証を行い、

令和９年度、10年度で新料金プランの構築を計画し

ている。令和５年度から購入する水道スマートメー

ターは、国の交付金、補助率３分の１を活用する。 

 質問 通信運搬費のＳＭＳ通信費用の内容に対し

答弁は、現在、スマートメーターを設置している北

部地区では、紙の検針票の代わりにデータにより使

用水量、水道料金の案内や漏水情報をお知らせして

おり、登録は２割となっている。検針票の紛失など

のリスクをなくし、紙の使用料削減、漏水情報を利

用者に確実にデータ配信し、早期の対応が可能とな

っている。 

 令和５年度からこのサービスを市内全域に展開し、

登録者100％を目標に進めていきたい。令和５年度

の予算は、市内全体の約２割の登録者数分を計上し

た。 

 そのほかにも質問、答弁がございましたが、討論

なく採決の結果、当建設環境委員会は全員賛成にて

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 建設環境委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑を行います。ただいまの建設環境委員長報告

に対する質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第30号について採決をいたします。

本案は、建設環境委員長の報告のとおり原案を可決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第７ 議案第31号 令和

５年度湖西市病院事業会計予算を議題といたします。 

 本案は、３月２日の本会議で福祉教育委員会に付

託いたしましたが、お手元に配付してあります福祉

教育委員会審査報告書のとおり報告されております。 

 ここで、福祉教育委員長の報告を求めます。福祉

教育委員長 吉田建二君。 

  〔福祉教育委員長 吉田建二登壇〕 

○福祉教育委員長（吉田建二） 福祉教育委員長の

吉田建二です。 

 本３月定例会において、当福祉教育委員会に付託

されました議案第31号 令和５年度湖西市病院事業

会計予算について、３月14日、午前10時から委員会

を招集し、委員全員と関係職員の出席を求め慎重に

審査をいたしましたので、その経過の概要と結果を

報告いたします。 

 質問 入院収益約１億3,600万円減額の理由は。 

 答弁 令和２年度からの長引く新型コロナウイル

ス感染症の影響で、近年、入院患者の減少が続いて

いる。令和５年５月から５類感染症に変更されるこ

とが決まっているが、新たな変異株の出現など、今
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後の状況も不透明であることから、患者数は多くを

見込むのではなく、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けた直近１年間の数字を用いて予算を算出し

ているため減額した。 

 質問 営業助成8,000万円減額の理由は。 

 答弁 令和４年度における新型コロナウイルス感

染症関連の国や県からの補助金収入により、一時的

にではあるが現金残高の状況が改善されたため減額

した。 

 討論 反対 事業経営の基本的な考え方として、

損失計上予算にすることは事業の維持継続に反し、

破綻を導くような経営の概念を逸脱した予算編成で

あると考える。また、自力収益の拡大が事業の維持

継続に関わる最も重要な項目であると考えるが、本

予算編成においては営業助成を確保するための根拠

として、費用を多く、収入を少なく見込んでいると

考えられる。助成金を除く自力収益に対しての費用

を、前年度の予算と比較しても経営努力が反映され

た顕著な改善は見受けられない。 

 以上のことから本予算に反対するものである。 

 そのほかにも質問、答弁がございましたが、討論、

採決の結果、当福祉教育委員会は賛成多数にて原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、採決の後、「令和５年度に策定予定の『市

立湖西病院経営強化プラン』の中に、経営改善に結

びつく具体的な方策を盛り込み、責任と覚悟をもっ

て病院経営に当たることを強く要望する。」との内

容の附帯決議案が提出され、採決の結果、全員賛成

にて議案第31号について附帯決議を付することに決

しました。 

 以上で委員長報告といたします。 

○議長（馬場 衛） 福祉教育委員長の報告は終わ

りました。 

 質疑を行います。ただいまの福祉教育委員長報告

に対する質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第31号について採決をいたします。

本案は、福祉教育委員長の報告のとおり原案を可決

することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手多数であります。したが

って、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

○18番（二橋益良） 議長。 

○議長（馬場 衛） 発言を許します。18番 二橋

益良君。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。 

 ただいま可決されました議案第31号に関しまして、

先日の福祉教育委員会で採択された内容と同様の趣

旨で附帯決議の提案をさせていただきたいと思いま

す。 

 湖西病院におかれましては、地域医療の中核とし

て長引く新型コロナウイルス感染症の対応に御尽力

いただいております。このような状況の中、経営改

善にも取り組んでいただいておりますが、現状にお

いては顕著な成果が出ているとは言えない状況であ

ります。 

 その理由として、一般会計からの繰入金は前年度

比では減額となっているものの、まだまだ十分とは

言い切れない。独立採算を目的とする公営企業とし

ての湖西病院の状況は依然として極めて深刻と言わ

ざるを得ないためであります。 

 よって、令和５年度に策定予定の市立湖西病院経

営強化プランの中に経営改善に結びつく具体的な方

策を盛り込み、責任と覚悟をもって病院経営に当た

ることを求める内容の附帯決議を提出させていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ただいま18番 二橋益良君か

ら議案第31号に対する附帯決議の動議が提出されま

した。賛成される方は挙手をお願いいたします。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） ただいま18番 二橋益良君か

ら議案第31号に対する附帯決議案の動議が提出され、

所定の賛成者がありますので動議は成立いたしまし
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た。 

 お諮りいたします。 

 本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議

ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本動議を日

程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

午前11時03分 休憩 

───────────────── 

午前11時05分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解き、会議を再開いた

します。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 議案第31号に対する附帯決議

案を議題といたします。 

 それでは、提案理由の説明を求めます。提出議員、

18番 二橋益良君。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。ただいま御

賛同いただきましたことをお礼申し上げます。 

 ただいまの湖西病院事業会計予算に対する附帯決

議案について説明をさせていただきますが、決議案

の朗読をもって説明とさせていただきたいと思いま

す。 

 議案第31号 令和５年度湖西市病院事業会計予算

に対する附帯決議。 

 本会計予算は、今後の病院経営の改善に努力され

ることを期待して可決されましたが、市民が安心で

きる医療サービスの提供を目指すとともに、令和５

年度に策定予定の「市立湖西病院経営強化プラン」

の中に経営改善に結びつく具体的な方策を盛り込み、

責任と覚悟をもって病院経営に当たることを強く要

望する。 

 令和５年３月12日。 

 以上、朗読をさせていただきました。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第31号に対する附帯決議案につい

て採決をいたします。本案を原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第31号に対する附帯決議案は原案のとお

り可決されました。 

 附帯決議案を日程に追加いたしましたので、お手

元にございます議事日程の日程番号が繰り下がるこ

ととなります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここで休憩といたします。それでは、暫時休憩と

いたします。再開は11時20分、11時20分でお願いし

たいと思います。 

午前11時08分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて再開いたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第９ 議案第32号 湖西

市教育委員会委員の任命につき同意を求めることを

議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第32号につきまして御説

明を申し上げます。 

 平成27年６月１日に御就任以来、教育委員として

御尽力をいただいております佐原陽子委員の任期が、

本年の５月31日をもって満了となります。後任とし

て山下恵子さんを任命しようとするものでございま

す。 

 山下さんは、白須賀中学校のＰＴＡ副会長や白須

賀小中学校の地域コーディネーターなど教育活動に

精力的に参加をされており、人格、識見ともに優れ

た適任者でありますことから、教育委員会委員とし
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て任命をいたしたく議会の同意を求めるものでござ

います。 

 任期につきましては、令和５年の６月１日から令

和９年５月31日までの４年間でございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 本件は質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに

採決したいと思いますがこれに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、直ちに採決

いたします。 

 本案を原案のとおり同意することに御異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、議案第32号

は原案のとおり同意することに決しました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第10 議案第33号 湖西

市副市長の選任につき同意を求めることについてを

議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第33号につきまして御説

明を申し上げます。 

 山家裕史副市長が、令和５年３月31日をもって退

職をされることに伴い、後任として鈴木典之さんを

副市長に選任をいたしたく、議会の同意を求めるも

のでございます。 

 鈴木典之さんは、昭和43年生まれの54歳、平成７

年に静岡県に採用されて以来、健康福祉部やくら

し・環境部等を歴任をされ、現在はスポーツ・文化

観光部の富士山世界遺産課長を務められております。 

 地域行政等について優れた見識と経験をもって業

務を執行され、本市の副市長としても信頼に足りる

人物であると考えております。県との橋渡し役、ま

た外部等の様々な関係先との橋渡し役として活躍を

いただきたいというふうに考えております。 

 任期につきましては、令和５年４月１日から令和

９年３月31日までの４年間でございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 本件は質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに

採決したいと思いますがこれに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、直ちに採決

いたします。 

 本案を原案のとおり同意することに御異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、議案第33号

は原案のとおり同意することに決しました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第11 議案第34号 湖西

市副市長の選任につき同意を求めることについてを

議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第34号につきまして御説

明を申し上げます。 

 行政を取り巻く環境が目まぐるしく変化をし、行

政需要も多様化、また増大・複雑化をしている中、

喫緊かつ重要な課題に対し迅速かつ的確に対応して

いく必要があることから、新たに山本一敏さんを副

市長に選任をいたしたく、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 山本さんは、昭和35年生まれの62歳で、財政課長、

議会事務局長、総務部長等を湖西市において歴任を

し、現在は産業部産業振興課のモノづくり推進室長

を務めていただいております。 

 長きにわたって湖西市の職員としての経験があり、
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市の行政課題を熟知していること等から、その強み

を生かして行政手腕を発揮していただきたいという

ふうに考えております。 

 任期につきましては、令和５年の４月１日から令

和９年３月31日までの４年間でございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 本件は質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに

採決したいと思いますがこれに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、直ちに採決

いたします。 

 本案を原案のとおり同意することに御異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、議案第34号

は原案のとおり同意することに決しました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第12 議案第35号 湖西

市固定資産評価員の選任につき同意を求めることに

ついてを議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第35号につきまして御説

明を申し上げます。 

 固定資産評価委員につきましては、従来から副市

長が兼任をしているところでございますが、山家副

市長が今般退職となります。このため、後任といた

しまして副市長として今御選任いただきました山本

一敏さんを固定資産評価委員に選任をいたしたく、

議会の同意を求めるものでございます。 

 任期につきましては、この役職は定めがございま

せん。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 本件は質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに

採決したいと思いますがこれに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、直ちに採決

いたします。 

 本案を原案のとおり同意することに御異議ござい

ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、議案第35号

は原案のとおり同意することに決しました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第13 議案第36号 湖西

市印鑑条例の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第36号につきまして御説

明を申し上げます。 

 マイナンバーカードの電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一

部改正に伴い、新たにスマートフォンによる利用者

証明用電子証明書が新設されることになり、これに

より湖西市印鑑条例の改正を行うものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、証明書等のコ

ンビニ交付につきまして、利用者証明用電子証明書

が記録された個人番号カードに加えて、電子証明書

が搭載されたスマートフォンでも利用できるように

するものでございます。 

 施行日は、デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律第49条の規定の施行の日と

するものでございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。
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９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

本件について２件ほど伺いたいと思います。 

 １件目は、実施の計画ですね、いつ頃からこうい

うシステムが使用できるのかということと、あとも

う一点、システムを使うに当たって湖西市としてシ

ステムの改修が必要なのか、それはまた費用が発生

するのか、その２点を伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長、登壇して答弁

をお願いいたします。 

  〔市民安全部長 安形知哉登壇〕 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 今２点ほど御質問いただきましたが、まず今後の

サービスの導入の期日でございますが、今回の法律

が令和の３年５月にまずは法律を施行されておりま

す。それから２年以内に施行ということになってお

りますので、そうしますと令和５年の５月になって

おります。今国と税理士さんのほうでその辺りを調

整をしておりますので、今のアナウンスでは一応５

月以降にサービスが展開するのではないかというこ

とで承っております。 

 それともう一点、システムの改修に要する経費で

ございますが、今回、こちらについてはコンビニさ

ん等のキオスク端末を活用いたしますので、市のほ

うのシステム改修というのは必要がございません。

ということで、経費等も計上する必要はございませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました。また、広報な

んかは国がやられることと思いますけれども併せて

市のほうからも行っていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、楠 浩幸君の質疑を

終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第36号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第14 議案第37号 湖西

市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第37号につきまして御説

明を申し上げます。 

 健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和

５年２月１日に公布をされたことに伴い、湖西市国

民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたもの

でございます。 

 改正の内容といたしましては、出産育児一時金の

支給額を40万8,000円から48万8,000円に引き上げる

ものでございます。 

 なお、施行日は令和５年４月１日とするものでご

ざいます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第37号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第15 議案第38号 令和

４年度湖西市余熱利用施設改良工事の契約締結につ

いてを議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第38号につきまして御説

明を申し上げます。 

 本案、令和４年度湖西市余熱利用設備改良工事に

つきましては、去る２月の２日に一般競争入札を執

行をし、日管株式会社湖西支店さんが落札をしまし

たので、２億680万円で工事請負契約を締結しよう

とするものでございます。 

 なお、本工事につきましては令和６年１月31日の

完成を予定するものでございます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。

12番 加藤弘己君。 

  〔12番 加藤弘己登壇〕 

○12番（加藤弘己） ちょっと教えてください。こ

の既設の契約に対して契約できなかったということ

で、同じ現場で随意契約だとか、それからプロポー

ザル契約だとか、これは企画提案型の競争の入札な

んですけど、こういうようなことは考えられなかっ

たのか、そこら辺をちょっと教えていただきたい。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 本工事は、一般的な工事になりますので一般競争

入札という形を取る形になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 一般的には同じ現場でこうい

うようなことをやるときには一般契約、これは既存

の契約してる会社とは違うわけですよね。ですから、

当然ここの現場でやってる会社からほかの会社が入

る場合は、現場設営費だとか全てのもんは新しく契

約なり入るわけなんですよね、そうすると価格的に

も非常にいろいろあるというようなことでございま

す。ですから、なぜ一般競争にしたのかなと。それ

で、一般競争契約にしたら何者が応札してきたんで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 ４者でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ４者ですか、あんまり予定価

格は、予定価格は幾らで何％ぐらいで落ちたという

ようなことでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 税抜きで予定価格が１億9,887万円でございます。

落札率は94.53％でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 分かりました。各社の入札額

を聞きたいところですけど、それはいいでしょう。 
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 これをネゴシエーションやるときにはどういうよ

うな状況、何か大きいことありましたかね。ネゴシ

エーションやるときに、価格を一般入札ならこうい

うとこはこういうふうに考えたらどうだとか、いろ

いろ提案されたと思うんですけどそこら辺のことは

どうでしたか、うまくすっと行っちゃったんでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 暫時休憩とします。 

午前11時44分 休憩 

───────────────── 

午前11時45分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 答弁を環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 そのようなことはございませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 一般的な工事だということで

す。ないと思うんですけど、本来ならこれ企画競争、

企画提案型ぐらいですね、一般競争するならこのぐ

らいのこと考えていただきたいなと思っております。 

 やはりもう少し総合的に考えてやったほうがよろ

しいんじゃないかなと思っております。私は反対す

るわけではありませんけど、そういうふうに思って

ます。ちょっと知った人ならいろいろ考えると思い

ますので、そこら辺はよく考えてやっていただきた

いなと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） 暫時休憩といたします。 

午前11時47 休憩 

───────────────── 

午前11時48分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 ただいま、加藤弘己君の質疑でございました。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。９番 楠 

浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私もこの件なんですけれども、私たちがこの環境セ

ンターの再稼働についてレクチャーを受けたときに、

当初から余熱の利用についてはお話があったと思う

んです。そんな中で、この事業はＰＦＩでやるよと

いうことであったもんですから、当然この余熱利用

についてもＰＦＩの事業として含まれているという

ふうに思ってたんですけども、今回違うよというよ

うなことなんですけど、その経緯を聞かせていただ

けますか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 ＰＦＩによります環境センターの基幹的設備改良

工事、こちらを発注した令和２年度末当時でござい

ますが、実際、余熱を受け入れる側のアメニティプ

ラザ、そちらの機器、例えば熱交換器であったり冷

却棟といったことの、なかなか更新計画がこの時点

ではまだ定まっていなかったということで、まず一

体で発注することがまずできませんでした。 

 もう一つ理由がございまして、本ＰＦＩは更新し

た設備と更新期間中を含めて23年間で包括管理、こ

ういった業務をセットで委託するということで前提

としておりました。 

 そういったことから、環境センター側の蒸気配管

等の更新工事は本ＰＦＩに含めることができたとし

ても、そもそも環境センターの管理区域外にござい

ますアメニティプラザ側の機器の更新を含めること

はできなかったというふうに考えております。一応、

経緯としては以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 一般的に考えると、環境セン

ターの排熱を利用して、余熱を利用してアメニティ

プラザのプールなりなんなりに活用するというのは

当初から聞いていたわけなんですけれども、今の説

明ですと１つ目はアメニティプラザとの調整がちゃ

んとできてなかったということ、でもこれも、アメ

ニティプラザももともと湖西市の施設で、湖西市が

管理を本来するべき施設であって何でできなかった

のかなということと、あとやっぱり環境センターと
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アメニティプラザってすぐ隣接をしている施設であ

って、施設の目的が違うっていう捉え方かも分から

ないですけども、その目的の中に、余熱を使うとい

う目的の中にアメニティプラザの余熱利用というの

があったと思うんですけども、そこが一緒にできな

いというのはどうも納得、納得というのは言葉が悪

いですけれども、理解ができないんですけれども、

もう少し優しく理解ができるように教えていただけ

ればと思います。 

○議長（馬場 衛） 楠議員にちょっと確認をした

いんですが、議案の第38号の締結部分が本議案とな

ってるもんですから、その辺のところをちょっと考

慮した中で質問のほうをお願いしたいなと思って、

今答弁ができるかできんかちょっと確認しますので、

お願いします。環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 令和２年度末当時の状況というのがそういう状況

であったということと、あと実際のＰＦＩの事業者

側がこういう環境センター管理区域外をなかなか受

けることができないっていう回答をいただいたとい

う事実もございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） じゃあ最後に１点だけ確認さ

せてください。 

 ＰＦＩを意思決定をしたときに仕様を書いたと思

うんですよね、事業者向けに。その仕様の中にこの

余熱利用が含まれていたのか含まれていなかったの

か、これだけ聞いて終わります。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 ＰＦＩの仕様書の中には含めてございません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、楠 浩幸君の質疑を

終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

○議長（馬場 衛） お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第38号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第16 議案第39号 令和

４年度湖西市一般会計補正予算を議題といたします。 

 なお、議案の朗読は省略いたします。 

○議長（馬場 衛） 市長に提案理由の説明を求め

ます。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） 議案第39号につきまして御説

明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ

567万8,000円を増額をし、総額を275億6,669万

1,000円にしようとするものでございます。 

 歳出の内容といたしましては、高齢者施設の設備

改修費に対する補助金を増額するもので、財源につ

きましては全額を国庫補助金で対応するものでござ

います。 

 また、歳入歳出予算の補正と併せまして繰越明許

費の追加を予定しております。 

 詳細につきましては、総務部長から補足説明をさ

せていただきますので、よろしく御審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（馬場 衛） 総務部長に補足説明を求めま

す。 

○総務部長（田内紀善） 補足説明させていただき
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ます。 

 初めに、第２表繰越明許費補正でございます。議

案書の10ページを御覧ください。 

 ３款民生費、介護施設等整備事業の567万8,000円

は、国が補正予算で措置した交付金を活用し、事業

を実施するためでございます。 

 ９款消防費、消防防災センター建設事業の74万

8,000円は、消防防災センター建設に係る地歴調査

業務において不測の日数を要したためでございます。 

 10款教育費、学校教育運営事業の50万円は、調査

委員会にて調査審議を行ってきた内容をまとめ上げ

る報告書作成の調整に不測の日数を要したためでご

ざいます。 

 中学校施設整備事業の2,004万2,000円は、鷲津中

学校中校舎長寿命化工事設計業務において、詳細設

計業務に不測の日数を要したためでございます。 

 以上４事業、合計2,696万8,000円については年度

内完了が見込めず、次年度へ繰り越すものでござい

ます。 

 続きまして、第１表の歳入歳出予算補正について

御説明いたします。議案書９ページ、参考資料は６

ページ、補正予算に関する説明書は６、７ページを

御覧ください。 

 ３款１項８目介護保険費の介護保険事業費の補正

額567万8,000円は、国の交付金を活用し、既存高齢

者施設の老朽化した浴室設備の改修費に対する補助

金を増額するものでございます。 

 なお、歳入といたしましては事業費全額が補助さ

れることから、同額の国庫補助金を増額するもので

ございます。 

 以上、歳入歳出それぞれ567万8,000円を増額する

ものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第39号について採決をいたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第17 議案第40号 湖西

市議会委員会条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） 提案理由の説明を求めます。

提出者、議会運営委員長 神谷里枝さん。 

  〔議会運営委員長 神谷里枝登壇〕 

○議会運営委員長（神谷里枝） 17番 神谷里枝で

ございます。議案第40号につきまして御説明申し上

げます。 

 今回の改正は、本定例会の議案第８号 湖西市部

設置条例の一部を改正する条例制定についてが３月

２日に可決され、本年４月よりこども未来部が新設

されることに伴いまして、福祉教育委員会の所管事

項の条文を改正しようとするものです。 

 附則といたしまして、本条例は令和５年４月１日

から施行しようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（馬場 衛） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて

委員会の付託を省略することに御異議ございません
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か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第40号について採決をいたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午後０時02分 休憩 

───────────────── 

午後０時04分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解き、会議を再開いた

します。 

 ここで、先ほど副市長選任の同意をいたしました

鈴木典之君から御挨拶をお願いいたします。 

  〔次期副市長 鈴木典之登壇〕 

○次期副市長（鈴木典之） 初めまして、ただいま

御紹介いただきました鈴木でございます。 

 副市長選任案件に同意いただきまして、誠にあり

がとうございます。大変光栄であり、身の引き締ま

る思いでございます。 

 ３年間に及びます新型コロナウイルス感染症につ

きましては、ようやくこの５月に感染症法上の位置

づけが変更となり、観光交流の一層の回復等が期待

される一方で、人口減少対策等、長期的な視点を持

ちながら、その一方でスピード感をもって対処すべ

き課題も山積しております。 

 こうした中、副市長という重責ではございますが、

影山市長の指導の下、これまで県職員として培って

きた経験を最大限に生かすとともに、精進を重ね、

また現場を大事にしながら湖西市の発展と市民生活

の向上に全力で取り組んでまいります。議会の皆様

方におかれましては、何とぞ御鞭撻と御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 次に、山本一敏君から御挨拶

をお願いいたします。 

  〔次期副市長 山本一敏登壇〕 

○次期副市長（山本一敏） 皆様こんにちは、山本

一敏でございます。今回このようなお時間をいただ

き、誠にありがとうございます。 

 今思えば、２年前にこの場所で皆様に退職の挨拶

をさせていただきました。そのときは、まさかまた

この場所に戻ってくるとは思っておりませんでした

が、先ほど皆様から同意人事について承認をいただ

き大変光栄であり、また重責でありますことから改

めて身の引き締まる思いで今いっぱいであります。 

 現在、産業界をはじめとするあらゆる分野で変革

が求められております。当然行政もこれに対してス

ピーディーに対応していかなければなりませんが、

全てにおいての変革ありきではなく、変革をさせて

いく中においても残していかなければならないもの

もあると私は思っております。それを私の40年間の

行政経験を生かして判断をしながら、影山市長を補

佐していければと思っております。そのためにも、

まずは今回、県からお越しいただいた鈴木副市長は

もとより市職員との信頼関係、協力を得て、そして

市議会の皆様の御支援をいただきながら、職務を遂

行してまいりたいと考えておりますので、何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

 本日は誠にありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 挨拶は終わりました。 

 ここで、今年度をもって退任される山家副市長へ

副議長から送別の挨拶を申し上げます。副議長 竹

内祐子さん。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） 送別の挨拶をさせていただ

きます。 

 副市長 山家裕史さんにおかれましては、令和２

年４月１日から湖西市に副市長として御尽力をいた

だきました。本当にありがとうございました。 
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 令和２年になりまして、国内での新型コロナウイ

ルスの蔓延で静岡から赴任されたばかりでしたけれ

ども、市内の状況を本当によく御覧になりながらコ

ロナ対策をしていただいたことには本当に感謝申し

上げます。 

 コロナの対応ばかりでなくて、御自慢のランニン

グなさりながら湖西市内を見て回っていただいたと

いうことも伺っております。本当に、御自分でこの

湖西市を御覧になり、どうしたらいいかを本当に考

えていてくださった方でありました。 

 湖西市の主要産業である工業、モノづくりの発展

についてもよく研究されておりまして、モノづくり

ネットワークの構想を掲げ、市内のモノづくり事業

を事業所と小学校や中学校、高校生の児童生徒を結

び、未来の湖西のためになる人材育成の礎を築いて

いただいたことには本当に感謝申し上げます。 

 コロナの３年間でありましたが、私としてはマス

クを取ったお顔を見る機会がほとんどありませんで

したけれども、リレーマラソンのときに、この間の

リレーマラソンのときに副市長が何回も走っていた

だき、頑張る姿を見せていただきました。 

 最後まで湖西市の発展のためにいろいろなアドバ

イスをいただき、市議会に対しても講演をしていた

だいたりとかして本当に副市長を、最後のほうでし

たけれども身近に感じたときでした。 

 本当にお別れが寂しく思いますが、県にお戻りに

なられましても湖西市のことを忘れずに、また応援

してくださることをお願い申し上げて、私の感謝の

言葉とさせていただきたいと思います。 

 本当にこれからもますます活躍されることを御祈

念いたしまして、私のお礼の言葉とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） ありがとうございました。 

 続いて、山家副市長から御挨拶をお願いいたしま

す。副市長。 

  〔副市長 山家裕史登壇〕 

○副市長（山家裕史） 湖西市議会議員の皆様、議

長にお許しをいただきましたので、退任に当たり一

言御挨拶を申し上げさせていただきます。 

 このたび、４月から県に戻ることになりましたの

で、今月末をもって副市長の職を辞することになり

ました。 

 市議会の皆様には、３年間の間、大変お世話にな

りまして誠にありがとうございました。また、ただ

いま竹内副議長様から過分な御評価をいただきまし

て本当にありがとうございました。 

 私が初めて皆様方に御挨拶をさせていただきまし

たのが、３年前の令和２年３月23日の湖西市議会定

例会でした。影山市長を補佐し、湖西市の発展のた

めに少しでもお役に立てればとの思いでこの３年間、

私なりに精いっぱい務めてまいりました。 

 私が副市長に着任しましたのがちょうど新型コロ

ナウイルスの感染拡大が始まったときでしたので、

着任以降、緊急事態宣言発出に伴う休業養成や協力

金の支給、また地域外来センターの設置、ワクチン

接種などまさにコロナ対応に追われた３年間だった

気がします。ただ、私は公務員の使命は住民の命と

暮らしを守り、安全と安心を確保することであり、

危機管理が一丁目一番地と考えておりましたので、

新型コロナというまさに前例のない事態に現場に一

番近い基礎的自治体で様々な対応をさせていただい

たことは、県では得ることができない貴重な経験と

なりました。また、地元医師会の皆様とはＰＣＲ検

査やワクチン接種などについて毎週のように打合せ

をさせていただきましたが、医師会や薬剤師会をは

じめとする医療従事者の皆様の多大な御協力と御尽

力がなければ、この困難は乗り越えられなかったも

のとこの場をお借りして改めて感謝を申し上げます。 

 感染症対策以外にも、私が在職中にモノづくり人

材の育成、産業ネットワークの構築、土地利活用の

一体的推進、ゼロカーボンシティ、育ちの応援ステ

ーション、ＤＸの推進など職住近接につながる様々

な施策が動き始めておりますが、影山市長の強いリ

ーダーシップの下、市役所の職員の皆さんが市のさ

らなる発展に向け、私と一緒に考え、行動してくれ

たことは大変うれしく、本当に代え難い経験である

と思っています。 

 また、昨年は湖西市が市制50周年を迎え、記念式

典での「こさいの日宣言」や多くの中学生の皆さん

に参加いただいた５月31日の特別授業、また「ご当
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地グルメプロジェクト」や新キャラクターの「うな

ぽん」誕生など様々な記念事業やイベントに携わる

ことができたことも大変よい思い出となりました。

これまで無事に務めてこられましたのも、影山市長

や市議会議員の皆様の御指導、御鞭撻をはじめ、市

職員の皆様の支えがあってのことであります。今後、

ますます職住近接が推進され、湖西市議会議員の皆

様の御知見、御指導等を引き続き賜り、議会と市当

局が両輪となって湖西市が発展していくことを願っ

ております。 

 新型コロナウイルスも５月８日は２類相当から５

類に引き下げられますので、これからは引き続き感

染防止対策を続けながらウィズコロナに軸足を移し、

このコロナ禍で落ち込んでいる社会経済活動を早期

に正常化させ、さらにはアフターコロナを見据え、

10年後、50年後の市の発展に向けた施策に着実に取

り組んでいく必要があります。 

 湖西市にはたくさんの雇用を生むモノづくり企業

が集積し、浜名湖や湖西連峰といった豊かな自然、

また美しい絶景もあり、ほかの市町がうらやむよう

な地域資源があふれています。また、今後バッテリ

ーパークの本格稼働、バッテリーロードの開通に加

え、新居弁天公園の再整備や浜松湖西豊橋道路のイ

ンターチェンジ周辺の再開発などによりさらなる発

展が期待され、県内自治体の中でも非常にポテンシ

ャルが高く伸び代が大きい地域だと思いますので、

これからますます発展していく様子を県に帰ってか

らも楽しみにしております。 

 最後に、市議会議員の皆様、影山市長、職員の皆

様のお力添えの下、やりがいのある仕事にできまし

たことに改めて感謝とお礼を申し上げます。また、

これまでの御厚情に厚く御礼を申し上げますととも

に、湖西市議会及び湖西市のますますの御発展と、

皆様方の今後ますますの御活躍と御健勝を祈念申し

上げて、退任の挨拶とさせていただきます。 

 ３年間ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） ありがとうございました。 

 それでは、これにて会議を閉じ、令和５年３月湖

西市議会定例会を閉会といたします。 

 大変お疲れさまでございました。 

午後０時18分 閉会 

───────────────── 
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